
はじめに

2019年度税制改正により，ふるさと納税に「ふるさと納
税指定制度」（地方税法第37条の2第2項柱書および第314
条の7第2項柱書）が導入された。総務大臣が定めた基準
に「適合した地方団体をふるさと納税（特例控除）の対象
として指定」し1，指定を受けない地方団体への寄附金は，
ふるさと納税の対象外となる制度である2。

ふるさと納税が2008年に創設されて以来，ふるさと納税
の受入額および受入件数は常に右肩上がりに増加してき
た。2018年度の実績は，制度の受入額が約5,127億円，受
入件数が約2,322万件となっている3。「返礼品がなければ，
制度がここまで定着し，活用されることは無かった」との
見解がある一方で，「返礼品が過度に重視される」ことが
問題視されてきた4。

地方自治体による過度な返礼品競争に対して，国は2015
年から2018年までに，技術的助言5として計4度の通知6を

発出し，制度の趣旨に沿った責任と良識のある対応を要請
してきた。しかし，「一部の地方自治体が過度な返礼品を
送付することによって多額のふるさと納税を集めている状
況が継続していること」から，「制度的な対応を講じるこ
とが必要である」として7，「ふるさと納税指定制度」が導
入された。

制度の見直しを表明した2018年9月11日の閣議後記者会
見では，野田聖子総務大臣（当時）によって，「一部の地
方団体において通知に沿った対応が行われていない実態」，

「過度な返礼品を送付し，制度の趣旨を歪めているような
団体」，「一部の地方団体による突出した対応」，「制度の趣
旨に沿わない返礼品を送付している地方団体」という表現
が用いられ8，通知に従わない一部の地方自治体の責任が
強調されている。

この閣議後記者会見については，「当然だろう」と評価
する見解もある9。しかし，返礼品競争が過熱した原因を
地方自治体だけに帰すことには問題がある。地方自治体に
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よる返礼品競争が過熱し，改まらない背景には，ふるさと
納税自体の構造に要因があるからである10。また，返礼品
の有無に限らず，ふるさと納税には，憲法上の問題が内在
している11。

そこで，本稿では，ふるさと納税について概観し，ふる
さと納税の定着と拡大における返礼品の影響を明らかにし
たうえで，ふるさと納税において返礼品競争が過熱した制
度的要因と，憲法上の論点として地方自治の本旨からみた
問題点について考察する。

1	 ふるさと納税の概要と意義

（1）	ふるさと納税の概要
2008年度税制改正において，地方自治体に対する寄附金

税制の見直しが行われ，いわゆる「ふるさと納税」が導入
された12。この制度には「『納税』という言葉がついてい
る」が，「実際には，都道府県，市区町村への『寄附』」で
ある13。「一般的に自治体に寄附をした場合には，確定申
告を行うことで，その寄附金額の一部が所得税及び住民
税から控除」されるが，「ふるさと納税では原則として自
己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象」となる14。
形式的には，「寄附金額の一定額を所得税・個人住民税か
ら控除する『寄附金控除』の仕組みを用いた制度である」
が，実質的には，ふるさと納税の利用者が納める個人住民
税の一部について，利用者の居住地である自治体から寄附
先の自治体に移転する効果を有している15。

ふるさと納税に対しては，個人住民税の一部の移転を
「住民の居住地変更を伴うことなく，可能にしたという点

で，諸外国に例を見ない，ある意味において画期的な制
度である」との評価がある一方で，「そうした異例の制度
設計が，……返礼品競争に名を借りた事実上の租税競争な
ど，各種の租税外部効果の発生を招いている」ことが指摘
されている16。

（2）	ふるさと納税の意義
ふるさと納税は，「今は都会に住んでいても，自分を育

んでくれた『ふるさと』に，自分の意思で，いくらかでも
納税できる制度があっても良いのではないか」という問題
提起に端を発している17。
「ふるさと納税研究会報告書18」では，ふるさと納税の

導入によって，「納税者の『ふるさと』に対する真摯な
思いを制度的に表現することが可能になり，そのことが

『ふるさと』に対する思いの高まりや自治意識の進化に
つながり」，各地域に活力が生まれることが期待されて
いる19。

しかし，実際には，「自分の生まれ故郷に限らず，どの
自治体にでもふるさと納税を行うこと」が可能であり，

「ふるさと納税に対する考え方や，集まった寄附金の使い
道等を見た上で，応援したい自治体」を選ぶことができ
る20。納税者から見れば，「寄附先の自治体を特定しない
こと及び寄付金控除が受けやすいことから納税者の寄附の
意思が寄附先の自治体に直接反映」されやすいことを意味
する。また，地方自治体から見れば，返礼品に地域の特産
品などの物品等を配布することが多いことから，各自治体
の特性を反映しやすいという制度的な特徴を有しているこ
とになる21。
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コミ」世界914号（2018年）72頁）。

11	 同上書72頁。
12	 なお，2016年度税制改正により地方創生応援税制として，いわゆる「企業版ふるさと納税」が導入されているが，本稿では個人

納税者を対象とする「ふるさと納税」に焦点を当てる。
13	 総務省ふるさと納税ポータルサイト「よくわかる!ふるさと納税」<https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/

czaisei_seido/furusato/about/>（閲覧日：2020年3月8日）。ふるさと納税制度は，「『ふるさと寄附金』制度と呼ぶのが適当であり，
当初は総務省もこう呼んでいた」が，現在では「ふるさと納税」という呼び方で統一されている（知原信良「再訪：ふるさと納
税について」論究ジュリスト28号（2019年）195頁）。

14	 総務省ふるさと納税ポータルサイト・前掲注（13）。
15	 下村卓矢「地方税法等の改正」財務省『平成27年度税制改正の解説』<http://warp.da.ndl.go.jp/info：ndljp/pid/10404234/www.

mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/explanation/pdf/p0924_0997.pdf>（閲覧日：2020年3月12日）932頁。
16	 深澤映司「ふるさと納税を背景とした諸現象の本質」レファレンス818号（2019年）78-79頁。
17	 総務省「ふるさと納税研究会報告書」（2007年10月）<https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/furusato_tax/pdf/

houkokusyo.pdf>（閲覧日：2020年2月26日）1頁。
18	 総務省「ふるさと納税研究会報告書」（2007年10月）<https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/furusato_tax/pdf/

houkokusyo.pdf>（閲覧日：2020年2月26日）。
19	 総務省・前掲注（17）24頁。
20	 総務省ふるさと納税ポータルサイト・前掲注（13）。
21	 安田信之助・小山修平「地域経済活性化とふるさと納税制度」城西大学経済経営紀要34巻（2016年）52頁。



総務省が開設した「ふるさと納税ポータルサイト22」に
おいても，ふるさと納税の理念として「地域創生」が掲げ
られている23。地方創生は重要な国政課題であると考えら
れており，ふるさと納税に寄せられる期待は大きい24。

また，同サイトでは，ふるさと納税について3つの意義
が示され，「納税者と自治体が，お互いの成長を高める新
しい関係を築いていくこと」が目指されている。納税者の
観点からの意義として，①「納税者が寄附先を選択する制
度」であることから，「税に対する意識が高まり，納税の
大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会」になるこ
と，②「生まれ故郷はもちろん，お世話になった地域に，
これから応援したい地域へも力になれる制度」であること
が示されている。また，自治体に対しては，③「選んでも
らうに相応しい，地域のあり方をあらためて考えるきっ
かけ」となり，自治体間の競争が進むことが期待されてい
る25。

安田信之助・小山修平も，ふるさと納税は租税原則から
考えると問題があるかもしれないが，地方創生の政策手
段として考えれば一定の意義が見いだせると評価してい
る26。

しかし実際には，自治体間の競争は，制度の認知度の上
昇に伴って，「自治体からの豪華な返礼品という形での競
争」として過熱していくことになる27。

（3）	ふるさと納税の定着と拡大の経緯
2008年に創設されて以来，ふるさと納税の受入額および

受入件数は常に右肩上がりに増加しており，2018年度の実

績は，制度の受入額が約5,127億円，受入件数が約2,322万
件となった28。制度開始時の2008年度29と比較すると，受
入額は約83倍，受入件数は約432倍に増加している30。

2008年の開始当初のふるさと納税では，地方公共団体に
対する寄附額のうち適用下限額（5000円）を超える部分が
控除対象とされていた31。その後，2011年度税制改正によ
り，ふるさと納税と関連する制度が見直され，2011	年1	
月以降に支出した寄附金から，適用下限額が5,000円から
2,000円に引き下げられた32。

多くの地方自治体が返礼品を配布していることから，適
用下限額の引き下げによって，利用者により有利な仕組み
となったことことに加えて，同年3月11日に発生した東日
本大震災の被災地支援の一手段としてふるさと納税が活用
されたことで，世間における認知度が上昇した33。

また，2012年のインターネットサイトの登場と2015年税
制改革の2つの出来事は，ふるさと納税を大きく変化させ
たと指摘されており，実績も飛躍的に増大させた34。

2012年のインターネットサイトの登場は，ふるさと納税
の認知度を一気に上昇させ，利便性も飛躍的に向上させ
た。メディア等でもふるさと納税の話題が取り上げられる
ようになり，自治体間の返礼品競争が本格的に始まった
といわれている35。ふるさと納税の金額，件数の増加に伴
い，参加自治体の数も増加したことで，各自治体の競争が
激化していった36。

2015度税制改正では，「政府の最重点課題である『地方
創生』を推進するため」に，「ふるさと納税枠」（控除上
限額）が拡大された。それまで原則として自己負担額の
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22	 総務省ふるさと納税ポータルサイト「トップページ」<https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_
seido/080430_2_kojin.html>（閲覧日：2020年3月8日）。

23	 総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の理念」<https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/
czaisei_seido/furusato/policy/>（閲覧日：2020年3月8日）。

24	 佐藤良「ふるさと納税の現状と課題」調査と情報1020号（2018年）7頁。
25	 総務省ふるさと納税ポータルサイト・前掲注（23）。
26	 安田・小山・前掲注（21）73-74頁。
27	 三角政勝「自己負担なき『寄附』の在り方が問われる『ふるさと納税』	─	寄附金税制を利用した自治体支援の現状と課題	─	」立

法と調査371号（2015年）68頁。
28	 総務省自治税務局市町村税課・前掲注（3）2頁。
29	 2008年度のふるさと納税の受入額は約81億円，受入件数は53671件だった（総務省ふるさと納税ポータルサイト「各自治体の

ふるさと納税受入額及び受入件数（平成20年度〜平成30年度）」<https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/
czaisei_seido/furusato/file/results20190802-02.xlsx>（閲覧日：2020年3月18日））。

30	 当初の2年間（2008年度，2009年度）の受入額と受入件数の低調の理由として，安田信之助・小山修平は，国民への周知不足，
民主党の反対，下限額の高さ等を指摘する（安田・小山・前掲注（21）57頁）。

31	 総務省「平成20年度地方税制改正について」（2008年5月）<https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_
seido/pdf/080501_1 .pdf>（閲覧日：2020年3月8日）。

32	 総務省「ふるさと納税の概要について」<https://www.soumu.go.jp/main_content/000448758.pdf>（閲覧日：2020年3月12日）。
33	 安田・小山・前掲注（21）57-58頁。
34	 嶋田暁文「『ふるさと納税』再考	─	その問題点と制度見直しを踏まえて	─	」地方自治ふくおか69	号（2019年）98-99頁。
35	 同上書98頁。
36	 安田・小山・前掲注（21）58頁。



2,000円を除いた全額が控除される限度額が，2015年1月1
日から約2倍に拡充された37。

また，申請手続の簡素化を図るため，「ふるさと納税ワ
ンストップ特例制度」が創設された38。控除を受けるため
には，以前は寄附をした翌年に確定申告を行うことが必
要だったが，2015年4月1日以後は，確定申告が不要な給
与所得者であり，ふるさと納税先が5団体以内の場合に限
り，ふるさと納税先団体に申請することで確定申告が不要
となった39。

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されると，寄
附金に係る所得税および個人住民税の寄付金控除額の合計
額が翌年度の住民税から控除されることになる40。国税で
ある所得税の控除がなくなり，地方税である個人住民税の
控除のみに限定される41。これは，「確定申告を通じて行
う場合と比べて，国の負担分がなくなり，代わりに寄附者
住所地の自治体の住民税の減少分が大きくなる」ことを意
味する42。

2	 ふるさと納税における返礼品競争の過熱の
背景

（1）	ふるさと納税における返礼品の類型
ふるさと納税は，限度額の範囲内であれば，2000	円の

自己負担で，どの自治体にでも寄附ができる仕組みであ
り，寄附の見返りに寄附先の自治体から返礼品が贈られる
ことが多いことに特徴がある43。しかし，すべての自治体
が返礼品を提供しているわけではなく，返礼品も一様では
ない。

嶋田暁文は，ふるさと納税の返礼品を，①返礼品を提供
しない「純粋寄附型」，②「その自治体ならではの産品や
サービス」を返礼品とする「地域内資源活用型」，③「電
化製品，航空券，車などを返礼品」とする「地域外資源活

用型」，④「ふるさとに帰郷できない人に代わって，墓の
掃除・墓参り，空き家管理，実家の雪下ろしを行う，など
のサービス」を返礼品とする「ふるさと代理サービス型」
の4つの類型に分けて分析している。「純粋寄附型」や「ふ
るさと代理サービス型」の返礼品は，ふるさと納税の本来
の趣旨に合致するものとして好意的に受け止められてきた
一方で，問題視されているのは「地域内資源活用型」の中
でも高級な返礼品や，「地域外資源活用型」の返礼品であ
ると指摘している44。

総務省が個別に聴取した有識者の意見にも，「特に換金
性の高い商品券やポイント制などは，現物ではなく経済的
利益による返礼となっており非常に問題」であるとの認識
が示されている45。

（2）	ふるさと納税における返礼品競争の過熱の背景
ふるさと納税が開始される前から，地方自治体間の返礼

品競争に対する懸念は示されていた。「ふるさと納税研究
会報告書」では，「寄附を集めるため，地方団体が寄附者
に対して特産品などの贈与を約束したり，高額所得者で過
去に居住していた者などに対して個別・直接的な勧誘活動
を強くおこなうなど，『ふるさと納税』制度を濫用する恐
れ」があることが指摘されている46。

ふるさと納税については，「返礼品がなければ，制度が
ここまで定着し，活用されることは無かった47」と言われ
ている。自治体が返礼品により寄附金の獲得を競うこと
で，「更に『寄附』の魅力を高めるという相乗効果が発揮
されているように見受けられる」との肯定的な意見もあ
る48。しかし，「返礼品が過度に重視される」ことが問題
視されてきたのも事実である49。

2018年9月11日の閣議後記者会見での野田聖子総務大臣
（当時）の発言50や地方財政審議会の意見51では，返礼品競
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37	 総務省ふるさと納税ポータルサイト「制度改正について」（2015年4月1日）<https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_
zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html#block02>（閲覧日：2020年3月12日）。

38	 同上。
39	 国税庁「No.1150　一定の寄附金を支払ったとき（寄附金控除）［平成31年4月1日現在法令等］」<https://www.nta.go.jp/taxes/

shiraberu/taxanswer/shotoku/1150_qa.htm#q3>（閲覧日：2020年3月8日）。
40	 下村・前掲注（15）934頁。
41	 嶋田・前掲注（34）98-99頁。
42	 知原・前掲注（13）196-197頁。
43	 嶋田・前掲注（34）95-96頁。
44	 同上書103-104頁。
45	 総務省・前掲注（4）。
46	 総務省・前掲注（17）23頁。
47	 総務省・前掲注（4）。
48	 三角・前掲注（27）59頁。
49	 総務省・前掲注（4）。
50	 総務省・前掲注（8）。
51	 地方財政審議会・前掲注（7）11頁。



争の過熱の問題は，一部の地方自治体による逸脱した行為
に原因があるとして，当該自治体への責任が強調されて
いる。

しかし，返礼品競争が過熱した背景には，地方自治体だ
けに帰すことができない制度に内在する問題と外部的な要
因がある。制度に内在する問題として，①税の奪い合い，
②「ふるさと」の定義による理念と現実の齟齬が指摘され
ているほか，外部的な要因として，③インターネットサイ
トおよびマスコミの影響が考えられる。

①　制度に内在する問題――税の奪い合い
制度に内在する原因の一つとして，返礼品による経済的

利益の大きさがある。自治体の多くが，利用者の自己負担
額を上回る返礼品を寄附の見返りとして提供しており，利
用者の経済的利益となっている52。

利用者から見れば，「一定の限度内で住民税等が控除さ
れるだけでなく，寄附を受けた自治体からの返礼として地
元の特産品等が送付されることにより，結果として『寄
附』を行わない場合よりも経済的な便益を得ること」がで
きる53。返礼品の送付は，多くの利用者にとって，事実上
不可分なものと認識されており，自己負担額を上回る返礼
品が期待できる自治体への寄附は，経済的には合理的な行
動となる54。よって，利用者にとって，より魅力的な返礼
品を提供できる地方自治体が，より多くの寄附を集めるこ
ととなる55。

自治体から見れば，「寄附金の受入額がそのまま歳入の
増加につながる」ことから，より多くの寄附を集めるた
めに，自治体間で返礼品競争が過熱していく56。自治体に
とって，ふるさと納税は，「寄附金額のかなりの部分を返
礼品につかっても歳入を増やすことができる仕組み」で
あり57，「少しでも手元に残れば収入増となる」ことから，

返礼品に力が入る58。
三角政勝は，「豪華な返礼品を送付したとしても，寄附

額と返礼品調達等のコストとの差引額は純収入を得ること
となるため，他の自治体よりも魅力的な返礼品をアピール
することにより，より多くの寄附金を獲得し，追加的な
歳入を確保しようとするインセンティブが働く」と主張す
る。「返礼品の価値は，……寄附額（自治体における事務
コストを控除）を下回り，かつ適用下限額の2,000	円を上
回る範囲内にある限り」，利用者と自治体の双方が経済的
利益を得る仕組みとなっている59。「『経済的利益の無償の
供与』という制度上の建前と，『実質的な節税手段』とい
う現実との間に乖離が存在しており，制度の利用が活性化
するほどに，その乖離も拡大していくという可能性が制度
の仕組み自体に内在している」と指摘する60。

そもそもふるさと納税には，利用者が納める個人住民税
の一部について，利用者の居住地である自治体から寄附先
の自治体に移転する効果がある61。よって，税収の流出を
防ぐために，返礼品競争が加速していると考えられる62。

嶋田暁文は，ふるさと納税を「税の奪い合いの仕組み」
にほかならず，「やらなければ，やられる」ために，「自治
体としては，参加したくなくても，参加せざるを得ない」
との見解を示す。「参加を望まない自治体を含め，『税の奪
い合い』競争に駆り立て，自治体間の対立・分断を惹起す
るもの」であると捉えている63。

よって，深澤映司が指摘するように，返礼品競争は「事
実上の租税競争」である可能性が大きいことから，その対
応については租税競争の側面があることを視野に入れる必
要がある64。

②	「ふるさと」の定義による理念と現実の齟齬
ふるさと納税研究会では，「ふるさと納税」構想を「制
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52	 佐藤・前掲注（24）6頁。
53	 三角・前掲注（27）59頁。
54	 同上書69頁。
55	 水田健一「『ふるさと納税』制度とその問題点	─	寄付金税制のあるべき姿	─	」名古屋学院大学論集社会科学篇53巻4号（2017

年）68頁。
56	 佐藤・前掲注（24）6頁。
57	 橋本恭之・鈴木善充「ふるさと納税制度の現状と課題」会計検査研究54号（2016年）13頁。
58	 土居丈朗「謝礼品合戦の『ふるさと納税』をどうする?　地方創生の『目玉政策』の問題点と解決策」東洋経済ONLINE（2014

年10月20日）<https://toyokeizai.net/articles/-/50954>（閲覧日：2020年2月29日）。
59	 三角・前掲注（27）69頁。
60	 同上書73頁。同様に中里透も，「返礼品が商品価値の高いものとなるよう工夫することは，制度本来の趣旨のことをしばらく措

けば，『納税者』と自治体双方のインセンティブにかなう合理的な対応」であると指摘している（中里透「新たな時代の地方財
政に向けて：反常識の（?）地方財政論」地方財政58巻6号（2019年）11頁）。

61	 下村・前掲注（15）932頁。
62	 鈴木善充・橋本恭之「ふるさと納税に関する研究	─	北海道下の市町村データによる分析	─	」生駒経済論叢15巻2号（2017年）29頁。
63	 嶋田・前掲注（34）100-101頁。
64	 深澤・前掲注（16）74頁。



度化し，設計する上で，最も大切なことは，国民にとっ
て，わかりやすく，使いやすい仕組みとなること」である
として65，「『納税』の対象となる『ふるさと』とすべき地
方団体を限定することが適当かどうか，また技術的に可能
かどうかという点について検討」された66。
「ふるさと」の定義については，「それぞれの納税者が

『ふるさと』という言葉に対して持つイメージや考え方は
様々であり，……何より納税者の意思を尊重する観点か
ら，『ふるさと』とすべき地方団体を制度上限定すること
は適当ではない」として，「納税者の意思に委ねることと
するのが適当である」と結論付けた。「仮に，理念的に適
切な『ふるさと』となる地方団体を意見集約し，制度上，
具体的に定義することができたとしても，定義如何によっ
ては，客観的な挙証資料が乏しく，そもそも確認が困難な
場合がある」ことや，「仮に確認が可能であっても，その
ための事務負担が非常に大きくなる場合がある」ことが理
由として述べられている67。

現状のふるさと納税も，「自分の生まれ故郷に限らず，
どの自治体にでもふるさと納税を行うこと」ができる仕組
みとなっている68。
「ふるさと」の定義については，安田信之助・小山修平

のように，限定した場合の煩雑な調査による実務的な困難
性を挙げて，「『ふるさと』への思いというのは人それぞれ
であり，官がそれを限定する必要もない」として，「あま
り限定する必要はない」との見解がある69。

他方で，橋本恭之・鈴木善充のように，「ふるさとの定
義を『心のふるさと』でもよいとしたことで，当初の理念
と現実の制度の間で齟齬が生じた」との批判もある。事務
的な煩雑さに理解を示しつつ，「寄附先を制限しなかった
ことで，納税者による納税地域の選択という側面を弱め，
返礼品の内容による『寄附先』の選択という側面を強める
こととなった」と指摘する70。

同様に嶋田暁文も，事務的な煩雑さに理解を示しながら
も，ふるさと納税の「堕落」の始まりは，「寄附先を出身
地以外にも自由に選択できるようにしたこと」であると振
り返っている71。

③	 ポータルサイトとマスコミの影響
総務省が個別に聴取した有識者の意見では，制度創設時

に想定外の事象として，インターネットサイトの仲介事業
者の登場が挙げられている。「寄附者の利便性向上に役立
っている反面，誤算だったのは，返礼品の通販カタログ化
が進んだこと」であると指摘し，「安易なネットショッピ
ングになっていることが，この制度に多くの批判が集まる
要因となっている」として問題視している72。

インターネットサイトに仲介事業者が登場したことで，
地方自治体は，仲介事業者による事務手続きの代行を用い
ることで手間が減ることになるとともに，利用者は，クレ
ジットカード支払いが可能になり，自治体からの返礼品
の検索が容易になった73。「どこに寄付するのかではなく，
何をもらえるのかという『お得感』が，寄付先を選ぶ最大
の判断材料」として利用されるようになった74。

また，マスコミ等の報道によって，返礼品による利用者
の経済的利益が期待できることが周知されたことも影響し
ている75。2015年度改正における「ふるさと納税枠」の拡
大の際には，「『お得感』が高まったと受け止められるよう
な記事」により利用が促されたといわれている76。

3	 ふるさと納税における返礼品の功罪

総務省が個別に聴取した有識者の意見において，返礼品
は「両刃の剣」と表現され，ふるさと納税における返礼品
には功罪があることが指摘されている77。返礼品による自
治体や地域への効果，納税者の税への関心の醸成および寄
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65	 総務省・前掲注（17）3頁。
66	 同上書7頁。
67	 同上書7-8頁。
68	 総務省ふるさと納税ポータルサイト・前掲注（13）。
69	 安田・小山・前掲注（21）54頁。
70	 橋本・鈴木・前掲注（57）35頁。
71	 嶋田・前掲注（34）97頁。嶋田暁文は，「寄附といっても実際には税金が目減りすることに鑑みると，寄附先を，①本人もしく

は両親のふるさと，②数年以上住んだことがある地域，③（『関係人口』をカウントする仕組みを構築した上で）自らが『関係
人口』の一員として関わっている地域に限定すること」を提案している（同書110頁）。

72	 総務省・前掲注（4）。
73	 谷・前掲注（9）3頁。
74	 同上書4頁。
75	 橋本・鈴木・前掲注（57）13頁。
76	 三角・前掲注（27）73頁。
77	 総務省・前掲注（4）。



附文化の発展等が評価される一方で，それを上回る問題が
生じている。

（1）	地方自治体や地域経済への影響
総務省は，ふるさと納税における返礼品には，「地域資

源を活用し，地域の活性化を図る」という役割があること
を認めている78。総務省が個別に聴取した有識者の意見に
おいても，「返礼品を通じて，ブランド化されていない特
産品を知るきっかけとなるとともに，地域や生産者とのつ
ながりを実感できる効果がある」こと，「地方の特産品事
業者等の創意工夫（アントレプレナーシップ）を喚起し，
企業力の向上に繋がっている」ことが評価されている。ま
た，「返礼品の提供は功罪あるが，間接的に地方における
中小地場産業の育成に繋がっている面も重要」であり，

「地場産業の発展に寄与している」といった肯定的な意見
がある79。

地方自治体の実務者のなかにも，返礼品は「有効な宣伝
の手段」であり，「地場産業においては，設備投資や雇用
創出など波及効果が大きい」との意見がある80。

しかし，佐藤主光が指摘するように，現状として，「も
はや，ふるさと納税は寄附ではなく，（国が支援する）『官
製通販』の性格が強い」ことは否定できない81。「返礼品
で寄附を募るようでは長い目でみて自分たちの地域の『サ
ポーターづくり』にはならない」だけではなく，安定的に
寄附を得ることも難しい82。

同様に，嶋田暁文も「特産品等の売り上げに貢献してい
るかもしれないが，中長期的に見た場合，むしろ，持続可
能性を損ねている可能性が高い」と指摘する。ふるさと
納税は，「税金を使って特産品購入額の拡大を図るもので
あり，その経済効果は，この仕組みが続く限りは続くが，

『麻薬』のごときものであり，中長期的にみれば，持続可
能性を逆に危うくさせてしまう」と警告を鳴らす83。

総務省が個別に聴取した有識者の意見のなかにも，「現

状は，自治体のインターネット通販の様相を呈しており，
ふるさと納税の趣旨とは違ってきている」として，「地方
の特産品支援になってしまっては，住民税の減税措置を講
じる合理的な理由が失われてしまう」との懸念が示されて
いる84。

（2）	納税意識への影響
「ふるさと納税研究会報告書」では，「ふるさと納税」の

意義の一つとして「納税者の選択」を挙げる。近代社会の
伝統的な税制では，「税制は一度決まれば，国及び地方団
体が課税権に基づき強制的に徴税」されるが，ふるさと
納税は，「たとえ納税分の一部であっても，納税者が自分
の意思で，納税対象を選択できるという道を拓くものであ
り」，「税制上そして税理論上，まさに画期的な歴史的意義
をもつもの」と評価している。「自分の意思で納税先を選
択する」ことで，国民が「税を自分のこととして考え，納
税の大切さを自覚する貴重な機会になる」ことが期待され
ている85。

実際に，総務省が個別に聴取した有識者の意見のなかに
は，ふるさと納税は「税による投票」であり，「住民が自
ら納める税に関心を持ち，場合によっては，住んでいる自
治体に対して不満の意思を表明することができる」制度で
あるとして，肯定的な意見もある86。

しかし，嶋田暁文は，「納税は，本来『国民の義務』な
のであって，『自由選択』という発想とは馴染まない」と
して，ふるさと納税は「『納税』と称しているがゆえに，
納税に対しても，国民の認識をゆがめてしまう」と危機感
を募らせている87。

知原信良も同様に，返礼品競争の過熱は「納税の大切さ
の軽視」につながり，「納税意識を高めるどころかむしろ
弊害になる」として，返礼品が認められている限り問題解
決は難しいと主張する88。返礼品をめぐる状況を，「自由
に寄附の相手先自治体を選択できることに内在する問題」
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78	「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」（2018	年4月1日総税市第37号総務大臣通知）。
79	 総務省・前掲注（4）。
80	 総務省「ふるさと納税の返礼品に関する地方団体の実務者の意見の概要」（2017年4月1日）<https://www.soumu.go.jp/main_

sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/11307703.pdf>（閲覧日：2020年2月26日）。この概要は，2017年2月下旬
から3月上旬までに，総務省自治税務局市町村税課において，ふるさと納税の返礼品に関する課題とその改善策について，地方
自治体の実務者から個別に聴取した意見である。

81	 佐藤主光「ふるさと納税の現状と寄附文化の定着に向けたあるべき姿」税理61巻15号（2018年）3頁。
82	 同上書4-5頁。
83	 嶋田・前掲注（34）101頁。
84	 総務省・前掲注（4）。
85	 総務省・前掲注（17）1-2頁。
86	 総務省・前掲注（4）。
87	 嶋田・前掲注（34）102頁。
88	 知原・前掲注（13）196頁。



として捉え，自治体が，利用者の「選択を促すインセンテ
ィブのために返礼品を贈ることは社会通念から考えて逸脱
しているとはいえない」と述べている89。そこで，「返礼
品が容認されている限り，返礼品を目当てにふるさと納税
を利用する者は後を絶たない」として，寄附金制度や住民
税など租税への信頼回復を図るために，制度を一旦廃止す
る案も含めて，「返礼品を一切認めない仕組みを作ること」
の必要性を説いている90。

（3）寄附文化への影響
内閣府は，「人々が豊かさや幸せを感じられる経済社会

を築いていくためには，……主体的に支えあう共助の精神
によって，活力あふれる共助社会づくりを進めていくこと
が重要」であり，「そのためには，共助社会を担う活動へ
の参加の拡大と，そのような活動を支える寄附の充実が必
要」であるとして，寄附文化の醸成を図っている91。

総務省が個別に聴取した有識者の意見のなかにも，「ふ
るさと納税をきっかけとして，寄附が身近なものとなり，
寄附文化醸成の一助」となっていることを評価する意見が
ある。「災害時に被災地にふるさと納税が集まるなど，寄
附文化を芽生えさせるきっかけとなった」だけではなく，
寄附を定着させたとして一定の評価が示されている92

中里透も，「ふるさと納税については批判的な意見が数
多く見られるが，制度本来の趣旨に即した利用が広まって
いることにも注目することが必要」であると述べる。「被
災自治体に対して，ふるさと納税を活用した支援の輪」が
広がったこと，被災自治体の事務負担の軽減のために自治
体間の連携や共助が促進されたことを積極的に評価してい
る。しかし，その一方で，「ふるさと納税の人気の一端は，
2000円を払えば各地の名産品・特産品などを手に入れるこ
とができるお得な通販サイトという側面にあり，そうなる
と，この制度ははたして寄附金税制といえるのか」と疑問
を呈している93。

同様に知原信良も，寄附金控除額の適用引き下げによ
り，「寄附全般に対する敷居が低くなり災害寄附も含めて

しやすくなったという点」は肯定的に評価している。しか
し，「日本の寄附文化を高めることに貢献したとは断定で
きない」との見解を示す94。

地方自治体の実務者のなかにも，「応援したい地域を応
援できるという，本来の目的から離れ，モノに釣られて寄
附が行われている」ことを指摘する意見もある。「寄附者
に対しては，お礼状と寄附事業の報告で十分であり，本
来，返礼品は必要ない」ものであるとの意見が出されてい
る95。「返礼品は本来不要であり，……返礼品が当たり前
になることは寄附文化をゆがめる要因ともなりかねない」
との有識者の意見も示されている96。

三角政勝によれば，「本来『寄附』とは，行為者の自発
的な意思に基づく経済的利益の無償の供与であり，一定の
自己負担が伴うことを前提としている」ことから，「返礼
品の獲得による利得を目的とした行為は，『寄附』の精神
と相容れるものではない」。「そもそも，ふるさと納税は，
……一定の範囲において居住自治体から他の自治体への移
転を可能とするものであるが，税額控除が大幅に認めら
れることにより，『寄附』に伴う自己負担が極めて低くな
っている」ことから，「返礼品の送付の有無にかかわらず

『経済的利益の無償の供与』という『寄附』の性格は相当
希薄なものになっている」と指摘する97。

橋本恭之・鈴木善充も，ふるさと納税の問題点は，「ふ
るさとを応援するという本来の目的ではなく，返礼品の有
無で寄附がおこなわれているということに集約」できると
指摘する98。

さらに，水田健一は，「現行の『ふるさと納税』制度は，
わが国に寄付文化を根付かせるために資するというより
は，むしろそれを妨げるものでしかない」と断じている。

「ふるさと納税」の制度は，「大きな欠陥を持った制度であ
る」と主張する99。

行動経済学の観点からも，佐藤主光によって問題が指摘
されている。寄附は利他心から行われるもの（『内発的動
機』）であり，「見返りを求めずに資金を提供する行為」で
あるにもかかわらず，「ふるさと納税は寄附に見返り（返
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89	 同上書197頁。
90	 同上書198頁。
91	 内閣府「寄附文化の醸成に向けて」（2014年6月2日）<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyojo/dai1/siryou2 .pdf>（閲覧日：

2020年3月15日）。
92	 総務省・前掲注（4）。
93	 中里・前掲注（60）10-11頁。
94	 知原・前掲注（13）196頁。
95	 総務省・前掲注（80）。
96	 総務省・前掲注（4）。
97	 三角・前掲注（27）71頁。
98	 橋本・鈴木・前掲注（57）36頁。
99	 水田・前掲注（55）69頁。



礼品）が当然とする風潮を広めかねない」と危機感を示
す100。「寄附文化を発展させる観点からすれば，中長期的
には現行の特例控除を縮減・廃止」する必要性を主張す
る101。

髙橋祐介も，「ふるさと納税の最大の問題点は，寄附金
でないものが寄附金とあつかわれていること」であると述
べて，「返礼品がなければ国民住民から寄附金が集まらな
いという制度が寄附金税制の本来あるべき姿」なのかと疑
問を呈している102。

4	 地方自治の本旨からみた返礼品の問題点

2019年度税制改正により，ふるさと納税に「ふるさと納
税指定制度」が導入され，法文上に「返礼品等」が定めら
れたことは，返礼品をめぐる議論の意味を変質させた103。
ふるさと納税指定制度の導入以前から，ふるさと納税に
は，地方自治の本旨にそぐわない側面があることが指摘さ
れてきたが104，ふるさと納税指定制度の導入により，地方
自治の本旨との乖離が顕著になった。

（1）	ふるさと納税における返礼品の位置づけ
2019年度税制改正により，総務大臣が定めた基準に「適

合した地方団体をふるさと納税（特例控除）の対象として
指定」し105，指定を受けない地方団体への寄附金は，ふる
さと納税の対象外となる制度である「ふるさと納税指定制
度」（地方税法第37条の2第2項柱書および第314条の7第2
項柱書）が導入された106。

総務大臣による指定の基準として，寄附金の募集を適正
に実施する地方団体であり，返礼品等を送付する場合に
は，返礼品等の額が3割以下であること，返礼品等が「地
場産品」であることが求められている（地方税法第37条の

2第2項各号および第314条の7第2項各号）。
これまで，ふるさと納税は，「経済的利益の無償の供与

として行われており，返礼品（特産品）の送付がある場合
でも，それが寄附の対価としてではなく別途の行為として
行われているという事実関係であることが前提」とされて
きた107。また，ふるさと納税指定制度における総務大臣に
よる「返礼品等」の基準についても，全ての地方団体が返
礼品を提供することを前提とした制度に改変しようとする
ものではないことが示されている108。

しかし，法文上に「返礼品等」が定められたことで，返
礼品等の提供が，法律上も正当化されたと理解することは
可能であり109，「基本的に返礼率3割までの返礼品を許容
する仕組みであって返礼品を前提とした税制上の措置であ
ることが明確になった」と指摘されている110。佐藤良によ
る北海道における現地調査においても，「各自治体の返礼
割合が3	割に収れんしている様子」が確認されている111。

（2）	地方自治の本旨からみたふるさと納税の問題点
日本国憲法は，独立した章を設け，「地方自治」を憲法

上の制度として厚く保障しており，地方自治の一般原則と
して，「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は，地
方自治の本旨に基いて，法律でこれを定める」（日本国憲
法第92条）と規定している112。
「地方自治の本旨」には，住民自治と団体自治の2つの

要素がある。「住民自治とは地方自治が住民の意思に基づ
いて行われるという民主主義的要素であり，団体自治と
は，地方自治が国から独立した団体に委ねられ，団体自ら
の意思と責任の下でなされるという自由主義的・地方分権
的要素である」113。国会や政府が「地方公共団体に関する
法令」を規定する際には，「地方自治の本旨」に基づかな
ければならない（地方自治法第2条11項）。
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100	佐藤・前掲注（81）5頁。
101	同上書7頁。
102	髙橋祐介「ふるさと納税制度の一考察	─	意義とあるべき姿」地方財務771号（2018年）68-69頁。同様の見解として，嶋田暁文

は，「自己犠牲を伴わない制度を『寄附』と呼ぶこと自体」を批判し，「ふるさと納税の最大の問題点は，寄附金ではないものが
寄附金と扱われていること」にあると指摘している（嶋田・前掲注（34）102頁）。

103	知原・前掲注（13）197頁。
104	髙橋・前掲注（102）70頁。
105	総務省ふるさと納税ポータルサイト・前掲注（1）。
106	総務省自治税務局・前掲注（2）9頁。
107	「地方税法，同法施行令，同法施行規則の改正等について」（2015年4月1日総税企第39号総務大臣通知）32頁。
108	第198回国会衆議院総務委員会第6号（2019年3月1日）6頁（石田国務大臣発言部分）。
109	森稔樹「地方税法等の一部を改正する法律（平成31年3月29日法律第2号）」自治総研494号（2019年）32頁。
110	知原・前掲注(13)197頁。
111	佐藤良「北海道におけるふるさと納税の取組（現地調査報告）」レファレンス820号（2019年）77頁。
112	芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』（岩波書店，第7版，2019年）378頁。
113	同上書378-379頁。



地方公共団体には，「住民の福祉の増進を図ることを基
本として，地域における行政を自主的かつ総合的に実施す
る役割」を果たすことが求められており（地方自治法第1
条の2第1項），「その事務を処理するに当つては，住民福
祉の増進に努め……なければならない」（同法第2条第14
項）。住民の福祉の増進は，「そもそも地方公共団体の存立
の第一義的な目的であり，その事務の処理にあたって住民
福祉の増進に努めるべきことは，当然の原理」である114。

対して，「住民は，法律の定めるところにより，その属
する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権
利を有し，その負担を分任する義務を負う」（同法第10条
第2項）。この規定は，個人住民税の課税の理念的根拠で
ある負担分任原則を定めている。「地方公共団体が各種の
行政活動を行うに当たって要する経費について，その地方
公共団体の住民が負担」を分かち合うこと，地方税を含め
て，「法律の定めるところによって普通地方公共団体が住
民に課するすべての負担」に分担して応ずることを意味し
ている115。
「何が住民の福祉を増進するか」を住民自らが決め，「地

域社会の会費」として，その費用を住民自身が負担す
る116。これは，日本国憲法第92条にいう「地方自治の本旨」
である住民自治の理念に基づいている117。地方税は，国税
と比較して，「行政主体が提供するサービスから受ける利
益に応じて課されるべきとする応益負担原則」の色彩が濃
いことに特色がある118。

しかし，ふるさと納税では，利用者が納める個人住民税
の一部について，利用者の居住地である自治体から寄附先
の自治体に移転させる119。また，ふるさと納税における返
礼品は，住民サービスの向上のためではなく，特産品等の
購入に使われていることを示している120。

つまり，ふるさと納税による「寄附金控除は，寄附金の
支出先によっては納税義務者と地方公共団体との租税負担
関係を損ない，負担分任原則に反するのみならず住民自治

の理念に反する，という趣旨が含まれるもの」である121。
また，「住民が地方団体から受ける受益と負担の対応関係」
を損なうという欠陥もある122。返礼品の有無にかかわら
ず，ふるさと納税には，地方自治の本旨に反する側面が存
在する123。

ふるさと納税の廃止論の代表的論者124である片山善博
は，他の自治体に寄附する住民が，「寄付額とほぼ同額

（2000円を上回る額）の住民税負担を免れ」，「自治体行政
に対する部分的フリーライダー現象を生じさせている」こ
とは，「負担分任の原理によって支えられている地方自治
を大きく棄損するもので，憲法92条の『地方自治の本旨』
に悖っている」ことから憲法違反であると断じている125。

森稔樹も同様に，「『ふるさと納税』自体が負担分任の
原則（地方自治法第10条第2項）などに照らして妥当と
は言えず，廃止こそが最も健全な発展である」と主張す
る。2019年度税制改正における返礼品等の規制に対して
も，「これまでの姿勢に比べれば一定の評価をなしうるが，
逆に言えばそこに留まっている」として，「国が地方税財
政の基盤を確保するために努力するという姿勢が見受け
られないと捉えられても致し方のないところである」と
述べて126，国の対応を批判している。

おわりに

本稿では，ふるさと納税における返礼品に焦点を当て，
制度の定着と拡大における返礼品の影響を明らかにしたう
えで，ふるさと納税において返礼品競争が過熱した要因
と，憲法上の論点として，地方自治の本旨からみた問題点
について考察した。

ふるさと納税では，地方自治体による過度な返礼品競争
が問題視されてきた。国の要請に従わない一部の自治体に
よる逸脱した行為に焦点が当てられ，当該自治体の責任が
追及されてきた。
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114	松本英昭「要説　地方自治	─	新地方自治制度の全容	─	」（ぎょうせい，第9次改訂版，2015年）251-252頁。
115	同上書176頁。
116	髙橋・前掲注（102）69頁。
117	森・前掲注（109）107頁。
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124	嶋田・前掲注（34）110頁。
125	片山・前掲注（10）72頁。
126	森・前掲注（109）32頁。



しかし，ふるさと納税における返礼品競争が発生した背
景には，地方自治体による行動ではなく，制度自体に内在
した要因がある。地方自治体は否応なく「租税競争」に巻
き込まれている実態がある。そして，それを促したのは，
2015年税制改正による「ふるさと納税枠」の拡大と「ふる
さと納税ワンストップ特例制度」であり，インターネット
サイト上の仲介業者の登場やマスコミ等の影響がある。

ふるさと納税には，返礼品による自治体や地域への影
響，納税者の税への関心の醸成および寄附文化の発展等が
効果として挙げられているが，それらを上回る問題がある
ことは明らかである。返礼品による自治体や地域への効果
は短期的なものでしかなく，中長期的に見れば弊害の方が
大きい。ひいては納税意識や寄附文化を歪めることも懸念

される。
これらに加えて，2019年度税制改正における「ふるさと

納税指定制度」の導入により，地方自治の本旨との乖離が
顕著になった。これまで返礼品（特産品）の送付は，「寄
附の対価としてではなく別途の行為」と捉えられてきた
が，法文上に「返礼品等」が定められたことで，ふるさと
納税の違憲状態が維持・追認された。

このように，ふるさと納税の問題の本質は，一部の地方
自治体にあるのではなく，制度そのものにある。ふるさと
納税における返礼品をめぐる責任を一部の地方自治体に
押し付け，制度的に内在する問題を黙認する国の責任は
重い。

ふるさと納税における返礼品競争の要因と問題点 39

− 39 −




